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〔
商
法
　
一
五
七
〕
　
株
式
会
社
の
全
財
産
の
任
意
競
売
と
商
法
二
四
五
条
の
適
用
の
有
無

（
蝶
羅
藷
飼
決
歪
享
）

〔
判
示
事
項
〕

　
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
実
質
上
の
抵
当
権
者
で
競
売
申
立
人
で
あ
り
、

競
落
に
よ
り
株
式
会
社
の
全
財
産
を
得
た
と
し
て
も
商
法
二
四
五
条
の
適
用
は

な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
四
五
条
一
項

〔
事
実
〕

　
訴
外
A
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
B
は
、
訴
外
中
小
企
業
金
融
公
庫
の
A
会

社
に
対
す
る
債
権
の
譲
渡
を
受
け
、
A
会
社
所
有
の
土
地
建
物
、
訴
外
C
株
式

会
社
所
有
の
建
物
お
よ
び
右
両
会
社
所
有
の
工
場
抵
当
法
三
条
に
よ
る
機
械
器

具
に
対
す
る
抵
当
権
の
移
転
登
記
を
経
た
。
ま
た
、
B
は
、
本
件
抗
告
人
X
に

対
し
金
銭
を
貸
付
け
、
こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
に
訴
外
D
が
A
会
社
の
土
地
建

物
に
対
し
て
有
す
る
抵
当
権
に
対
し
て
転
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
そ
の
登
記
を

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

完
了
し
た
。
そ
の
後
、
B
は
、
右
両
債
権
を
本
件
抗
告
相
手
方
Y
に
譲
渡
し
、

Y
の
た
め
に
前
記
抵
当
権
お
よ
び
転
抵
当
権
の
移
転
登
記
を
L
た
。
Y
は
、
そ

の
約
一
ケ
月
後
に
本
件
競
売
の
申
立
を
し
、
本
件
不
動
産
を
競
落
し
た
。

　
X
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
本
件
抗
告
に
お
よ
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に

お
い
て
Y
が
債
権
者
と
し
て
競
売
を
申
立
て
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
質
上
の
債

権
者
、
申
立
人
は
A
会
社
代
表
取
締
役
の
地
位
に
あ
る
B
で
あ
る
。
そ
し
て
、

本
件
競
売
の
目
的
物
件
は
、
A
会
社
の
全
財
産
で
あ
る
が
、
B
は
個
人
と
し
て

A
会
社
に
対
す
る
抵
当
権
者
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
A
会
社
の
株
主
の
意

思
を
問
う
ヒ
と
な
く
単
独
の
意
思
で
本
件
競
売
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
り
A

会
社
の
全
財
産
を
実
質
上
自
己
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
商
法
二

四
五
条
一
項
に
該
当
し
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
任
意
競
売
は
、
実
質
上
所

有
老
と
競
落
人
間
の
売
買
で
あ
り
、
こ
れ
を
強
制
的
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
実
質
上
「
譲
渡
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
会
社
の
全
財
産
の
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
七
二
一
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

渡
は
「
営
業
全
部
の
譲
渡
」
と
同
視
し
得
る
か
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
だ
か
ら

と
主
張
し
た
。
な
お
、
X
は
、
本
件
最
低
競
売
価
額
が
不
当
に
廉
価
で
あ
る
と

も
主
張
す
る
。

〔
判
旨
〕

　
X
の
抗
告
棄
却
。

　
記
録
上
確
認
す
べ
ぎ
資
料
は
な
い
が
、
仮
り
に
Y
が
B
の
実
弟
で
あ
る
と
し

て
、
Y
と
B
が
同
一
町
内
同
一
丁
目
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
、
B
が
Y
に
本
件

債
権
を
譲
渡
し
、
「
Y
に
対
し
て
抵
当
権
お
よ
び
転
抵
当
権
移
転
登
記
を
し
た

そ
の
約
一
ケ
月
後
に
本
件
競
売
の
申
立
を
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は

X
主
張
の
ご
と
く
本
件
競
売
に
つ
い
て
実
質
上
の
債
権
老
、
申
立
人
は
B
で
あ

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
仮
り
に
B
が
本
件
競

売
に
つ
い
て
実
質
の
債
権
者
、
申
立
人
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
本
件
競
売
が
商

法
第
二
四
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
考
え
る
余
地
は
な
い
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
競
売
法
に
よ
る
競
売
は
一
種
の
換
価
処
分
で
あ

り
、
競
売
代
金
の
支
払
に
対
し
目
的
物
件
の
所
有
権
を
競
落
人
に
移
転
す
る
点

が
形
式
上
所
有
者
と
競
落
人
間
の
売
買
に
類
似
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
本
質
は

私
法
上
の
売
買
と
は
異
り
、
国
家
機
関
が
目
的
物
件
を
換
価
す
る
公
法
上
の
処

分
で
あ
り
、
従
つ
て
目
的
物
件
が
た
と
え
会
社
の
全
財
産
で
あ
り
、
し
か
し
て

会
社
の
全
財
産
の
譲
渡
は
商
法
第
二
四
五
条
第
一
項
第
一
号
の
営
業
の
全
部
ま

た
は
重
．
要
な
一
部
の
譲
渡
と
同
視
し
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
と

解
す
る
と
し
て
も
、
競
売
の
場
合
に
そ
の
観
念
を
い
れ
る
余
地
は
な
い
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
会
社
の
全
財
産
の
競
売
が
営

業
の
全
部
ま
た
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
と
し
て
会
社
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
七
二
二
）

を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
議
が
な
け
れ
ば
そ
の
競

売
は
実
行
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
競
売
法
に
よ
る
競
売
の
制
度
を
無

に
帰
せ
し
め
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ

の
こ
と
は
債
権
者
申
立
人
な
い
し
競
落
人
が
会
社
の
代
表
取
締
役
の
地
位
に
あ

つ
た
か
否
か
と
は
関
係
が
な
く
、
そ
の
地
位
に
あ
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
結
論
を

異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
従
つ
て
X
の
主
張
は
そ
れ
自

体
理
由
が
な
い
。
』

〔
評
釈
〕

　
判
旨
結
論
に
賛
成
。

　
任
意
競
売
の
性
質
が
私
法
上
の
売
買
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
公
法
上
の
処
分

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
学
説
上
の
争
い
が
あ
る
（
小
野
木
「
換
価
た
る
競
売
の
本

質
」
訴
訟
法
の
諸
問
題
二
一
九
頁
以
下
、
斎
藤
・
競
売
法
三
二
頁
以
下
、
柚
木
目
上
田
・

注
釈
民
法
（
九
〉
七
五
頁
、
中
野
「
換
価
と
し
て
の
競
売
の
法
的
性
質
」
裁
判
と
法
（
下
）
七

八
四
頁
以
下
、
竹
下
「
不
動
産
競
落
の
効
果
と
競
売
の
性
質
」
民
事
訴
訟
雑
誌
一
八
（
一

九
七
二
年
）
四
五
頁
以
下
参
照
）
。
大
審
院
の
昭
和
一
四
年
一
二
月
二
六
日
の
判
決

は
、
「
競
売
法
二
依
ル
競
売
ハ
仮
令
売
買
ノ
形
式
ヲ
執
ル
ト
錐
モ
、
其
ノ
性
質

ハ
国
家
ノ
機
関
力
目
的
物
ヲ
換
価
ス
ル
公
法
上
ノ
処
分
ナ
ル
カ
故
二
、
任
意
売

買
二
付
テ
ノ
慣
習
二
依
リ
競
売
法
二
依
ル
競
売
ノ
効
果
ヲ
左
右
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
」
と
し
（
民
集
一
八
巻
一
六
五
三
頁
、
一
六
五
四
頁
）
、
公
法
上
の

処
分
説
を
採
つ
て
い
る
。
最
高
裁
の
昭
和
四
三
年
二
月
九
日
第
二
小
法
廷
判
決

は
、
競
売
公
告
に
「
賃
貸
借
な
き
土
地
」
と
の
表
示
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
地
上

建
物
に
は
敷
地
の
利
用
権
な
き
も
の
と
信
じ
て
競
売
申
立
を
な
し
た
の
だ
か

ら
、
右
建
物
に
法
定
地
上
権
が
伴
つ
て
い
ろ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
右
競
売
申



出
は
錯
誤
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
の
上
告
人
の
主
張
に
対
し
て
、
「
競
買
人
の

競
買
申
出
は
、
訴
訟
行
為
に
準
ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
す
る

裁
判
所
の
競
落
許
可
決
定
は
裁
判
で
あ
る
か
ら
」
、
「
競
落
許
可
決
定
を
受
け
た

最
高
価
競
買
人
は
、
右
競
売
手
続
お
よ
び
競
落
評
可
決
定
に
つ
き
不
服
が
あ
る

と
き
に
は
」
民
訴
法
に
定
め
る
異
議
の
申
立
お
よ
び
即
時
抗
告
に
よ
つ
て
争
う

べ
き
で
、
別
訴
で
争
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
民
塞
三
巻

二
号
一
〇
八
頁
以
下
）
。
そ
し
て
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
私
法
上
の
売
買
説
を

完
全
に
否
定
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

，
（
瀬
戸
「
最
高
第
二
小
法
廷
判
昭
四
三
ニ
マ
一
六
解
説
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
（
民

事
篇
）
昭
和
四
三
年
度
（
上
）
四
一
頁
。
但
し
、
中
野
　
「
本
文
最
判
評
釈
」
判
例
評
論
一

一
五
号
三
四
頁
は
反
対
）
。
本
件
判
旨
が
、
任
意
競
売
を
私
法
上
の
売
買
で
は
な

く
、
国
家
機
関
が
目
的
物
件
を
換
価
す
る
公
法
上
の
処
分
で
あ
る
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
判
例
の
傾
向
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
比
較
的
最
近
に
お
い
て
、
競
売
に
つ
き
実
体
的
側
面
と
手
続
的
側
面
と

い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
す
る
同
時
的
考
察
が
な
さ
れ
、
実
体
面
に
お
い
て
は
売

買
と
い
う
構
成
を
受
け
い
れ
、
手
続
面
に
お
い
て
は
公
法
上
の
処
分
と
し
て
扱

う
見
解
（
中
野
．
前
掲
論
文
八
一
四
頁
以
下
）
、
あ
る
い
は
、
競
売
機
関
と
各
関
係

人
と
の
関
係
に
お
い
て
は
公
法
上
の
処
分
で
あ
る
が
、
関
係
人
相
互
の
関
係
に

お
い
て
は
私
法
上
の
売
買
と
「
評
価
」
で
き
る
と
い
う
見
解
（
竹
下
・
前
掲
論
文

一
三
〇
頁
以
下
）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
接
す
る
と
公

法
上
の
処
分
説
を
採
る
判
旨
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
の
部
分
に
つ
き
疑

問
は
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
手
続
と
い
う
も
の
は
た
だ
そ
の
場
面
を
設
定
す
る
だ

け
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
実
体
に
関
わ
り
な
く
、
公
手
続
外
で
行
わ
れ
よ
う
と
公

　
　
　
判
例
研
究

手
続
内
で
行
わ
れ
よ
う
と
売
買
た
る
に
変
り
な
い
と
観
念
す
る
こ
と
も
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
（
伊
東
「
競
売
法
に
よ
る
競
売
の
本
質
」
抵
当
権
の
実
行
（
上
）
二
頁

参
照
）
。
し
か
し
、
手
続
面
で
は
競
売
は
い
ず
れ
に
せ
よ
公
法
上
の
処
分
と
解

さ
る
べ
き
だ
か
ら
、
抵
当
権
が
存
在
し
、
所
定
の
競
売
手
続
を
踏
め
ば
、
競

売
は
手
続
的
に
は
完
結
さ
れ
る
。
と
は
い
つ
て
も
、
競
売
の
基
礎
で
あ
る
抵
当

権
の
設
定
行
為
に
問
題
が
あ
り
、
抵
当
権
が
無
効
な
い
し
は
消
滅
し
た
こ
と
に

な
る
な
ら
ば
、
競
売
は
実
体
上
無
効
と
な
る
（
伊
東
「
競
売
手
続
と
公
信
的
効
墨

民
事
訴
訟
法
研
究
三
一
二
五
頁
以
下
参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
に
お
い
て
会
社
の
全
財

産
の
競
売
に
よ
る
移
転
に
つ
い
て
商
法
二
四
五
条
違
反
を
理
由
と
し
て
そ
の
無

効
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
競
売
の
基
礎
を
形
づ
く
る
抵
当
権
設
定

が
同
法
同
条
に
違
反
し
て
い
る
か
を
問
う
べ
き
こ
と
に
な
る
（
同
旨
、
米
沢
「
本

件
評
釈
」
判
例
評
論
一
七
四
号
二
〇
頁
、
今
井
「
本
件
評
釈
」
商
事
法
務
七
一
七
号
三
四

頁
）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
判
旨
が
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
い
う
譲

渡
は
任
意
競
売
を
含
ま
な
い
と
し
て
い
る
結
論
に
は
賛
成
で
き
る
。
そ
う
と
す

れ
ば
、
会
社
の
全
財
産
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
商
法
二
四
五
条
の

適
用
あ
る
い
は
類
推
が
あ
る
か
否
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。

　
営
業
譲
渡
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
営
業
活
動
の
承
継
を
要
件
と
す
る
か
否
か

は
学
説
上
争
い
が
あ
り
、
最
高
裁
の
判
例
に
お
い
て
も
、
営
業
活
動
の
承
継
を
営

業
譲
渡
の
要
件
と
す
る
多
数
意
見
と
営
業
全
部
の
譲
渡
と
は
会
社
の
営
業
財
産

全
部
の
譲
渡
を
意
味
し
、
営
業
活
動
の
承
継
を
要
件
と
せ
ず
、
重
要
工
場
の
重

要
な
機
械
の
譲
渡
も
営
業
の
重
要
な
る
一
部
の
譲
渡
で
あ
る
と
す
る
少
数
意
見

が
対
立
し
て
い
る
（
最
高
大
法
廷
判
昭
四
〇
・
九
二
三
民
集
一
九
巻
六
号
二
六
四
頁
以

下
。
な
お
、
最
高
大
法
廷
判
昭
四
一
・
二
・
二
三
民
集
二
〇
巻
二
号
三
〇
二
頁
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
七
二
三
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

も
意
見
の
対
立
が
あ
る
。
学
説
に
つ
い
て
は
、
喜
多
川
・
注
釈
会
社
法
二
四
五
条
注
九
以

下
、
上
柳
「
営
業
譲
渡
」
新
商
法
演
習
（
－
）
二
四
二
頁
以
下
等
に
詳
細
で
あ
る
）
。
営
業

の
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
も
、
そ
の
担
保
権
の
設
定
と
い
う
実
質
に
重
点
を
置
く

か
、
あ
る
い
は
、
担
保
目
的
の
た
め
に
す
る
所
有
権
移
転
と
い
う
外
形
に
重
点

を
置
く
か
に
よ
り
理
解
は
分
れ
る
。
実
質
に
重
点
を
置
く
説
は
、
こ
の
場
合
に

は
、
営
業
を
継
続
す
る
た
め
に
債
務
を
負
担
し
、
そ
の
関
係
か
ら
営
業
を
担
保

に
入
れ
た
に
す
ぎ
な
く
、
し
た
が
つ
て
債
務
を
弁
済
す
れ
ば
旧
に
復
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
つ
て
商
法
二
四
五
条
に
い
う
営
業
譲
渡
に
は
あ
た
ら

な
い
と
主
張
し
（
鈴
木
「
株
式
会
社
と
取
引
の
安
全
」
商
法
研
究
H
五
五
頁
）
、
外
形

に
重
点
を
置
く
説
は
、
譲
渡
担
保
の
場
合
で
も
、
公
示
と
の
関
係
で
通
常
対
外

的
に
は
譲
渡
と
全
く
同
じ
外
形
を
と
る
以
上
、
譲
渡
担
保
が
結
局
に
お
い
て
譲

渡
と
同
一
の
結
果
に
立
ち
至
る
危
険
性
は
、
担
保
が
抵
当
権
・
質
権
等
の
い
わ

ぽ
純
粋
形
態
を
と
る
場
合
よ
り
も
一
層
大
き
い
も
の
と
み
う
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
譲
渡
担
保
に
も
商
法
二
四
五
条
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
と
解
す
る

（
大
賀
「
大
阪
高
判
昭
三
六
・
一
一
・
一
〇
評
釈
」
法
学
研
究
三
八
巻
二
号
七
〇
頁
、
七

一
頁
）
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
は
、
譲
渡
担
保
で
は
な
く
、
抵
当
権
設
定
の
場

合
で
あ
り
、
し
か
も
、
本
件
抵
当
権
設
定
は
、
企
業
継
続
の
た
め
会
社
の
経
済

的
必
要
性
を
満
た
す
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
る

の
で
、
か
り
に
会
社
の
全
財
産
に
つ
き
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
に

し
ろ
、
商
法
二
四
五
条
の
適
用
あ
る
い
は
類
推
の
問
題
を
生
じ
な
い
と
考
え
る

（
大
野
「
福
岡
高
判
昭
三
六
二
〇
・
二
六
評
釈
」
法
学
研
究
三
八
巻
三
号
八
八
頁
参

照
。
喜
多
川
「
本
件
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
三
号
九
四
頁
も
、
本
件
抵
当
権
設
定
を
会

社
の
存
在
に
か
か
わ
る
こ
と
の
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
ポ
リ
シ
ィ
に
属
す
る
と
す
る
。
米
沢
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
七
二
四
）

掲
二
二
頁
、
今
井
前
掲
三
五
頁
も
、
本
文
と
ほ
ぽ
同
旨
）
。

　
な
お
、
本
件
に
お
い
て
、
A
会
社
代
表
取
締
役
B
は
、
中
小
企
業
金
融
公
庫

の
A
会
社
に
対
す
る
抵
当
権
付
債
権
を
譲
受
け
、
さ
ら
に
、
B
は
D
が
A
会
社

に
対
し
て
有
す
る
抵
当
権
に
つ
き
転
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
B
代
表
取
締
役
は
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
、
A
会
社
の
他
の
債
権
者
に
は

弁
済
せ
ず
、
も
つ
ば
ら
自
分
の
方
に
ば
か
り
A
会
社
を
し
て
弁
済
さ
せ
る
こ
と

も
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
取
締
役
・
会
社
間
の
利
害
相
反
行

為
と
し
て
商
法
二
六
五
条
の
適
用
を
受
け
る
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る

（
今
井
・
前
掲
三
五
頁
は
、
B
代
表
取
締
役
に
よ
る
抵
当
権
等
の
取
得
は
も
つ
ば
ら
第
三

老
と
の
問
で
な
さ
れ
た
も
の
で
、
会
社
と
取
締
役
と
の
問
の
取
引
と
み
る
べ
ぎ
も
の
は
直

接
的
に
も
間
接
的
に
も
存
し
な
い
と
す
る
。
但
し
、
米
沢
・
前
掲
二
二
頁
は
反
対
）
。

（
追
　
記
）

　
脱
稿
後
に
判
旨
結
論
賛
成
の
山
下
「
本
件
評
釈
」
関
西
大
学
大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル

一
六
号
一
四
一
頁
以
下
に
接
し
得
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
六
年
三
月
九
日
）
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